
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

№２６ 
２０１１／８／１６ 

江 戸 川 区 土 木 部  

沿川まちづくり課  

 

連絡先：推進第二係 

℡５６６４－２６１６ 

 

江戸川沿川 篠崎公園地区 

 国土交通省では、本年 2 月から学識経験者を委員とした「高規格堤防の見直しに関する検討会」を開催して 

おり、8 月 11 日に開催された「第 6 回高規格堤防の見直しに関する検討会」において意見が以下のとおりと 

りまとめられました。国土交通省では、この見直し検討のとりまとめについて、平成 24 年度予算に反映する 

としています。 

 

 
 

 

１．高規格堤防整備の抜本的見直し 

 ・首都圏及び近畿圏は人口・資産が集積しており、施設の計画規模を上回る洪水に対し、堤防決壊による壊

滅的な被害を回避するために、高規格堤防を整備してきたところ。 

 ・昨今の厳しい財政状況の中、「事業仕分け」において完成までに多くの費用と時間を要する等の指摘をう

けて、平成 24 年度概算要求までに事業スキームの抜本的見直しを行い、平成 24 年度予算に反映するこ

ととしたところ。 
 

２．従来の高規格堤防整備区間の今後の整備のあり方 
 ・指摘を踏まえて、首都圏及び近畿圏の人口・資産の集積している地域を防護するために、全て高規格堤防

により整備するというこれまで考え方を、以下のように抜本的に見直す。 

 ・越水にも耐えられる高規格堤防は、「人命を守る」ということを最重視し、整備区間を「人口が集中した

区域で、堤防が決壊すると甚大な人的被害が発生する可能性が高い区間」（※）に大幅に絞り込んで整備

するとともに、その他の区間については、越水には耐えられないものの浸透・侵食等に対応しうる堤防強

化対策を積極的に実施することにより、早期に地域の安全度の向上を図る。 

  （※）例えば、ゼロメートル（海面下）地帯や密集した市街地で浸水深の大きい地域を防護する区間など 
 

３．高規格堤防整備手法の見直しによるコストの縮減等 

 ・まちづくりサイドにインセンティブを不える手法（土地の有効利用と高度化）を活用して整備。 

 ・工法や移転方式等の見直しによるコストや工期の縮減。 
 

４．高規格堤防整備に係る留意事項 
 ・まちづくりとの連携・調整の強化。 

 ・河川整備計画に位置付けて計画的に実施。 

 ・事業に着手もしくは調整が進捗している箇所についての適切な対応。 

 ・社会経済情勢等の変化に応じた整備区間の適切な見直し。 
 

※上記は、国土交通省 HP『高規格堤防の抜本的見直しについて（とりまとめ）』より転載いたしました。 
 

●『高規格堤防の見直しに関する検討会』HP アドレス 

【URL】http://www.mlit.go.jp/river/shinngikai_blog/koukikakuteibou/index.html 

●『高規格堤防の抜本的見直しについて（とりまとめ）』について HP アドレス 

【URL】 http://www6.river.go.jp/riverhp_viewer/index.jsp?cont=press 

『高規格堤防の見直しに関する検討会』で意見の取りまとめが発表されました 

本区としては、今後ともスーパー堤防事業の継続を国に強く要望するとともに、

具体的な事業の実施に向け積極的に取り組んでまいります。 

高規格堤防整備の抜本的見直しについて （とりまとめの概要）  

未 来 へ つ な ぐ ま ち づ く り ま ち づ く り ニ ュ ー ス 

http://www.mlit.go.jp/river/shinngikai_blog/koukikakuteibou/index.html


＜ご連絡・お問い合わせ先＞ 

 沿
えん

川
せん

まちづくり課 推進第二係  

篠崎地区まちづくり事務所     ℡  ５６６４－２６１６ 

※お電話は平日午前８時３０分から午後５時までの間にお願いします。 

【URL】http://www.city.edogawa.tokyo.jp/gyosei/toshikeikaku/machidukurijoho/index.html 

まちづくり事務所案内図 

住所：江戸川区北篠崎２丁目２６番７号 

個別相談においでください 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相談窓口は平日では夜間も、また土・日・祝日も対応いたします。 
※事前にご連絡いただければ、ご希望の日時に予約をいたします。 

平日は午後５時までに、土・日希望の方は金曜までに、祝日希望の方は前日
までにご連絡ください。 

※ご希望であれば、ご自宅にうかがうこともできますので、お申し出ください。 

住所：江戸川区北篠崎２丁目２６番

７号   

今後、地域の皆様に、事業スケジュールや土地区画整理の事業内容

などについて、１件１件個別にお話しさせていただきます。 

皆様の生活再建を第一に事業を実施してまいります。何かご丌安、

ご丌明なことがありましたら何でも結構です。皆様の声をお聞かせく

ださい。 

ご連絡ください 


